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あ
そ
び
の
ぽ
け
っ
と

r  

親
子
で
の
ふ
れ
あ
い
遊
び
と
わ

ら
べ
う
た
の
紹
介
。

s  

5
月　

日
掌
午
前　

時
～　

時
。

23

10

11

q  

子
育
て
支
援
総
合
セ
ン
タ
ー

（
中
央
区
南
3
西
7
）。

p  

6
カ
月
～　

カ
月
の
子
を
持
つ

11

未
受
講
の
保
護
者　

組
。

16

m  

5
月　

日
晶
か
らb  

。e  

14

j  

子
育
て
支
援
総
合
セ

ン
タ
ーb  
（　

）7
9
6
1

208

漏
水
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

道
路
の
配
水
管
な
ど
の
漏
水
を

水
道
メ
ー
タ
ー
な
ど
で
確
認
し
な

が
ら
調
査
し
ま
す
。
調
査
員
が
私

有
地
に
立
ち
入
る
こ
と
が
あ
る
た

め
ご
協
力
願
い
ま
す
。
な
お
、
費

用
の
請
求
や
浄
水
器
の
販
売
を
す

る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

i  

給
水
課b  
（　

）7
0
3
2
、

211

a  
排
水
設
備
の
点
検
商
法
に
注
意
を

　

市
は
排
水
設
備
の
点
検
や
清
掃

な
ど
に
つ
い
て
、
業
者
へ
の
依
頼

や
訪
問
営
業
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

i  

排
水
指
導
課b  
（　

）3
4

818

2
2

 
認
知
症
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
を　

開
設
し
ま
す

　
　

㌻
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

32
地
域
福
祉
振
興
助
成
金
の
交
付

p  

地
域
福
祉
活
動
を
行
う
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
な

ど

。

m  

5
月　

日
捷
か
ら
区
役
所
、
市

17

民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
エ

ル
プ
ラ
ザ
内
／　

㌻
）
な
ど
で
配

16

布
す
る
申
込
書
を
6
月　

日
昌

16

（
消
印
有
効
）ま
で
に
送
付
。
選
考

あ
り
。

i  

保
健
福
祉
局
総
務
課b  

（　

）2
9
3
2

211母
子
寡
婦
福
祉
セ
ン
タ
ー
講
習

僉
陰
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
3
級
僊

s  

o  

6
月
5
日
～　

日
の
土
曜
午

26

前
9
時　

分
～
午
後
3
時　

分
。

30

30

全
4
回
。
1
万
円
。
検
定
料
別
途

3
千　

円
。

500

僉
隠
社
会
保
険
実
務
僊

s  

o  

6
月
8
日
～
7
月
8
日
の

火
・
木
曜
午
後
6
時　

分
～
8
時

15

　

分
。
全　

回
。
千　

円
。

45

10

512

僉
韻
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
2
級
僊

 s  

o  

6
月　

日
～
9
月
1
日
の

21

月
・
水
・
金
曜
午
前
9
時　

分
～
午

30

後
4
時　

分
。
全　

回
。
6
千
円
。

30

24

※
陰
隠
韻
のp  

母
子
家
庭
の
母
、

寡
婦
（
以
前
母
子
家
庭
の
母
で

あ
っ
た
方
）。
臼
は
エ
ク
セ
ル
ま

た
は
ワ
ー
ド
3
級
資
格
取
得
者　
20

人
、
渦
嘘
は
未
受
講
者
各　

人
。

30

※
陰
隠
韻
のm  

臼
は
往
復
は
が
き

に
上
欄
必
要
事
項
を
記
入
し
、
5

月　

日
捷
（
必
着
）
ま
で
に
送
付
。

24

g  

、
渦
嘘
は
5
月　

日
昭
、　

20

21

日
晶
に
区
健
康
・
子
ど
も
課
か
、

　

日
昭
～　

日
掌
に
母
子
寡
婦
福

20

23

祉
セ
ン
タ
ー
へ
直
接
。g  

j  

母
子
寡
婦
福
祉
セ
ン

タ
ー（
〒　

‐　

中
央
区
大
通
西

060
0042

　

社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
）

19

b  

（　

）3
2
7
0

631
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会 

協
力
員
登
録
説
明
会
と
研
修
会

r  

高
齢
者
へ
の
家
事
援
助
な
ど
を

行
う
協
力
員
登
録
の
た
め
の
説
明

会
と
研
修
会
。
活
動
謝
礼
は
1
時

間　

円
程
度（
交
通
費
実
費
支
給
）。

700

s  

n  

5
月　

日
昇
午
前　

時
～
午

25

10

後
3
時
。　

人
。

80

o  

千　

円
（
来
年
3
月
ま
で
の
分
。

100

登
録
者
の
み
当
日
納
入
）。

m  

5
月　

日
昇
か
らb  

。e  

11

j  

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス

協
会
（
リ
ン
ケ
ー
ジ
プ
ラ
ザ
内
／

　

㌻
）b  

（　

）4
4
4
0

15

272

外
国
人
の
高
齢
者
・
障
が
い
者

に
福
祉
手
当
を
支
給

　

公
的
年
金
に
加
入
で
き
な
か
っ

た
た
め
、
年
金
を
受
給
で
き
な
い

外
国
人
の
高
齢
者
や
障
が
い
者
に
、

福
祉
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

p  

本
市
に
外
国
人
登
録
か
住
民
登

録
を
し
て
お
り
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
。
臼
大
正　

年
4

15

月
1
日
以
前
生
ま
れ
で
、
永
住
許

可
か
特
別
永
住
許
可
を
受
け
て
い

る
方
（
昭
和　

年
4
月
1
日
以
降

36

に
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
方
を
含

む
）、
渦
昭
和　

年
1
月
1
日
以

37

前
生
ま
れ
で
、　

年
1
月
1
日
以

57

前
に
重
度
心
身
障
が
い
者
だ
っ
た

方
（　

年
1
月
2
日
以
降
に
日
本

57

国
籍
を
取
得
し
た
方
を
含
む
）、嘘

昭
和　

年
4
月
1
日
～　

年
1
月

36

57

1
日
に
日
本
国
籍
を
取
得
し
、
取

得
前
に　

歳
に
達
し
て
い
て
重
度

20

心
身
障
が
い
者
だ
っ
た
方
。

i  

高
齢
福
祉
課b  
（　

）2
9

211

7
6

人
工
肛
門
・
人
工
ぼ
う
こ
う
の

方
の
た
め
の
医
療
講
演
会

s  

5
月　

日
松
午
後
1
時
～
6
時
。

15

q  

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
西
区
二
十
四
軒
2
の
6
）。

p  

人
工
肛
門
・
人
工
ぼ
う
こ
う
の

方
と
そ
の
家
族
。

i  

身
体
障
害
者
福
祉
協
会b  

（　

）8
8
5
3

641高
齢
者
名
簿
調
査
に
ご
協
力
を

　

高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
活
用

す
る
た
め
の
調
査
で
す
。　

歳
に

66

な
る
方
な
ど
の
お
宅
に
民
生
委
員

が
お
伺
い
し
ま
す
。

i  

高
齢
福
祉
課b  
（　

）2
9

211

7
6

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
開
設
事
業
者

の
募
集
説
明
会

s  

5
月　

日
捷
午
前　

時　

分
～

31

10

30

　

時　

分
。

11

30

q  

教
育
委
員
会
（
中
央
区
北
2
西

2
S
T
V
北
2
条
ビ
ル
）。

p  

来
年
度
に
開
設
を
希
望
す
る
事

業
者　

人
。

100

m  

5
月
1
日
松
か
ら
市
役
所
3
階

住
宅
改
修
に
資
金
を
融
資

 r   

臼
高
齢
者
、
障
が
い
者
住
宅

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
な
ど
の
リ
フ
ォ

ー
ム
資
金
、
渦
耐
震
改
修
資
金
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

限
度
額　

万
円
（
臼
に
屋
根
の

300

無
落
雪
化
を
含
む
場
合　

万
400

円
）。

利
率
無
利
子
。
要
保
証
措
置
な

ど

。

返
済
元
金
均
等
毎
月
払
い
。
5

年
～　

年
。
対
象
工
事
、
担
保

20

の
有
無
な
ど
に
よ
り
異
な
る
。

 p   

市
内
の
住
宅
（
渦
は
昭
和　
56

年
5
月　

日
以
前
に
建
築
さ
れ

31

た
一
戸
建
て
木
造
住
宅
）
で
対

象
工
事
を
行
う
、
次
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
方
。
研　

歳
以
上

55

（
渦
は
年
齢
制
限
な
し
）か
身
体

障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
を
持

つ
方
、
ま
た
は
そ
の
同
居
親
族

（
親
子
は
別
居
可
）、
硯
前
年
所

得
が
千　

万
円
以
下
、
絹　

歳

200

20

以
上
で
返
済
能
力
を
有
す
る
、

県
市
民
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
。

※
金
融
機
関
の
審
査
有
り
。

 m   

市
役
所
7
階
住
宅
課
、
区
役

所
で
配
布
中
の
申
込
書
と
必
要

書
類
を
来
年
1
月　

日
捷
ま
で

31

に
持
参
。

 i   

住
宅
課b  
（　

）2
8
0

211
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